
１－12 既存防火対象物に対する新基準の適用除外

消防用設備等の設置基準が制定又は改正された場合、その基準(以下「新基準」とい

う。)の施行の際、現に存する防火対象物（以下「既存防火対象物」という。）に対し

ては、原則として新基準は適用されないが、次に掲げる場合は、新基準に従って消防

用設備等を設置又は改修しなければならない。

第１ 適用が除外されない消防用設備等

次に掲げる消防用設備等(令第34条に規定する設備)に係る設置基準又は技術

基準の改正等がなされた場合(法第17条の２の５第１項括弧書き)

１ 消火器及び簡易消火用具(水バケツ、乾燥砂、膨張ひる石等)

２ 不活性ガス消火設備（全域放出方式のもので総務省令で定める不活性ガス消火

剤を放射するものに限る。）（不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上

の基準であつて総務省令で定めるものの適用を受ける部分に限る。）

３ 自動火災報知設備(令別表第１⑴項から⑷項まで、⑸項イ、⑹項、⑼項イ、⒃項

イ及び(16の２)項から⒄項に掲げる防火対象物に限る。) 

４ 非常警報器具及び非常警報設備

５ 漏電火災警報器

６ 避難器具

７ 誘導灯及び誘導標識

８ 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等であって、前１か

ら７までに掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるもの

第２ 特定防火対象物の場合

既存防火対象物の用途が特定用途(令別表第１⑴項から⑷項まで、⑸項イ、⑹

項、⑼項イ、⒃項イ、（16の２）項及び(16の３)項に掲げる防火対象物)である場

合（法第17条の２の５第２項第４号）

（注:全ての消防用設備等について新基準の適用を受けることとなり、「遡及対象

物」と称している。）

第３ 増改築、模様替えを行った場合

新基準の施行日以後に、次の１又は２に掲げる規模以上の増改築又は模様替え

等が行われた場合

１ 防火対象物の延べ面積の２分の１以上、又は1,000平方メートル以上の増改築

が行われた場合（法第17条の２の５第２項第２号、令第34条の２）

２ 防火対象物の主要構造部である壁について行う過半の修繕又は模様替えが行

われた場合（法第17条の２の５第２項第２号、令第34条の３）
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床面積の合計が、1,000平方メートル以上となる増築（Ｂ、Ｂ＋Ｃ≧1,000㎡）

を行ったとき、又は増築が１／２Ａ以上となったときは、Ａ部分も含めて改正

された現行基準が適用される。

第４ 違反状態にある場合

新基準の規定の適用の際、旧基準の規定に適合しておらず、違反となっている

場合(法第17条の２の５第２項第１号)

第５ 用途変更の場合の特例

防火対象物の用途変更がなされ、当該用途変更後の基準に適合していない場合

でも、原則、用途変更後の基準は適用されないが、次に掲げる場合は、用途変更

後の基準に従って消防用設備等を設置又は改修しなければならない。

１ 防火対象物の用途を特定用途に変更した場合(法第17条の３第２項第４号)

２ 用途変更後に、次の⑴又は⑵に掲げる規模以上の増改築又は模様替え等が行わ

れた場合

⑴ 防火対象物の延べ面積の２分の１以上、又は1,000平方メートル以上の増改築

が行われた場合(法第17条の２の５第２項第２号、令第34条の２)

⑵ 防火対象物の主要構造部である壁について行う過半の修繕又は模様替えが行

われた場合(法第17条の２の５第２項第２号、令第34条の３)

⑶ 用途変更の際、用途変更前の基準の規定に適合しておらず、違反となってい

る場合(法第17条の３第２項第１号)


